
第４８回道州制特区提案検討委員会次第

日時 平成24年７月12日（木）17:00～19:00

場所 北海道庁本庁舎 ９階 職員監会議室

１ 開 会

２ 報告事項

(１) エゾシカの狩猟に係る手続き等について

３ 議 事

(１) バイオ燃料の地産地消に向けた北海道の取組について

（環境生活部環境局地球温暖化対策室からの説明）

(２) 分野別審議について（バイオマス関連）

（菊池委員からの取組事例の説明）

(３) 次回（第４９回）委員会について

(４) その他

４ 閉 会

【配付資料】

資料１ エゾシカの狩猟に係る手続き等について

資料２ 道民アイデア（新規分）等の審議状況

資料３ バイオ燃料の地産地消に向けた北海道の取組

資料４ 北海道で成功しているバイオマス利用モデル（菊池委員提出資料）

資料５ 道州制特区のアイデア募集のチラシ

参考資料１ 道州制特区のアイデア募集のお知らせ（道のホームページ）



第４８回北海道道州制特区提案検討委員会出席者名簿

【委 員】 （敬称略）

氏 名 現 職 備 考

井 上 久 志 北海道大学名誉教授 会 長
いの うえ ひさ し

河 西 邦 人 札幌学院大学経営学部教授 副 会 長
かわ にし くに ひと

太 田 明 子 太田明子ビジネス工房代表
おお た あき こ

菊 池 貞 雄 北海道バイオマスリサーチ株式会社代表取締役
きく ち さだ お

近 藤 和 江 前北海道保育士会会長 欠席
こん どう かず え

竹 田 恒 規 北星学園大学経済学部専任講師
たけ だ つね のり

湯 浅 優 子 農業・ファームイン経営
ゆ あさ ゆう こ

【事 務 局】

氏 名 役 職

渡 辺 明 彦 北海道総合政策部地域主権局広域連携担当局長

阿 部 清 明 北海道総合政策部地域主権局参事

薬 袋 浩 之 北海道総合政策部地域主権局主幹

久 々 江 秀 範 北海道総合政策部地域主権局主査

武 藤 健 北海道総合政策部地域主権局主任



資料１

エゾシカの狩猟に係る手続き等について

区 分 根拠法令 免許、登録等の所管 免許、登録等の有効期間等 免許取得、登録申請等の手続き等

狩猟免許 鳥獣の保護及び ・狩猟をしようとする者は、その者 （免許取得時） ・狩猟免許試験の項目は、適性試験、技能試験及び知識試験
狩猟の適正化に の住所地を管轄する都道府県知事 狩猟免許試験を受けた日から ・北海道内では、平成２４年度に４回試験を実施する。試験地に

関する法律 の免許を受けなければならない。 起算して３年を経過した日の ついては、各（総合）振興局の所在地（根室振興局は中標津町）
„ 属する年の９月１４日までの であり、それぞれ年１回～３回実施する。

当該都道府県で取得した免許は、 期間
他の都道府県でも適用できる。 （更新時）

３年

狩 猟 者 鳥獣の保護及び ・狩猟をしようとする者は、狩猟を ・登録を受けた年の10月15日 区 分 道内在住者 道外在住者

登 録 狩猟の適正化に しようとする区域を管轄する都道 から翌年の４月15日まで。 申請書類 ・狩猟者登録申請書 等 ・狩猟者登録申請書

関する法律 府県知事の登録を受けなければな ただし、北海道においては、 ・狩猟免許を受けている

らない。 ９月15日から翌年の４月15 ことを証する書類 等

„ 日まで。 提出先 各(総合)振興局環境生活課 (社)北海道猟友会(郵送可)

道外在住者が北海道内で狩猟をす „ 登録手数料 1,800円 1,800円

るためには、北海道知事の登録を 有効期間は単年限りであるた 納付方法 申請書に北海道収入証紙を (社)北海道猟友会に振込

受けなければならない。 め、例えば毎年狩猟をする者 貼付することにより納付

は、毎年狩猟者登録をしなけ 狩猟税 5,500円～16,500円 5,500円～16,500円

ればならない。 (狩猟免許の種類等による) (狩猟免許の種類等による)

納付方法 各(総合)振興局納税課又は (社)北海道猟友会に振込

税務課に納付

登録証の 各(総合)振興局環境生活課 郵送（北海道猟友会から

交付方法 から直接交付 の直接交付も可）

※道外在住者に係る登録手続きについては、道から(社)北海道猟友会

に業務を委託している。

銃砲所持 銃砲刀剣類所持 ・猟銃を所持しようとする者は、そ （当初許可時） ・都道府県公安委員会に対する申請書の提出等の手続きは、その
の 許 可 等取締法 の者の住所地を管轄する都道府県 銃砲所持の許可を受けた日の 者の住所地を管轄する警察署長を経由して行う。

（方面）公安委員会の許可を受け 後の３回目の誕生日が経過す ・銃砲所持の許可の更新をする者は、事前に猟銃等講習会を修了
なければならない。 るまでの期間 していること、技能講習を修了していることが必要であり、ま

„ （更新時） た、７５歳以上の者は認知機能検査を受けなければならない。
当該都道府県（方面）公安委員会 更新前の許可の有効期間が満
で許可を受ければ、他の都道府県 了した後のその者の３回目の

内でも使用できる 誕生日が経過するまでの期間



道民アイデア（新規分）等の審議状況

中分類〈小分類〉 №

359 4501 Ｆ

360 2501 Ｆ

361 2502 Ｆ

環境保全〈バイオ燃料〉 362 2503 Ｆ

環境保全〈環境保全〉 363 1501 Ｆ

364 3501 B

365 3502 Ｂ

農業の振興〈農業生産力の向上〉 366 2504 Ｂ

農業の振興〈その他〉 367 3503 Ｂ

368 1502 Ｂ

369 1503 Ｂ

370 1504 Ｂ

371 1505 D

372 1506 D

373 1507 D

374 1508 D

375 4502 D

376 3504 D

377 2505 D

378 2506 D

379 2507 D

380 3505 D

381 3506 D

382 1509 D

383 1510 D

384 2508 D

その他〈その他〉 385 3507 D

医療従事者の地域偏在是正〈麻酔科医の確保〉 386 4503 Ａ

387 4504 Ａ

388 4505 Ａ

389 4506 Ａ

390 3508 Ａ

福祉 福祉〈福祉〉 391 3509 Ｊ

子育て 子育て支援〈子育て支援〉 392 1511 Ｇ

393 1512 Ｉ

394 1513 Ｉ

395 3510 Ｉ

地域活性化〈地域交通〉 396 2509 Ｈ

地域活性化〈独自基準の設定〉 397 3511 Ｈ

398 2510 Ｈ

399 1514 Ｈ

地域防災対策〈地域防災対策〉 400 4507 Ｈ

地方自治の強化〈住民自治の強化〉 401 1514 Ｈ

402 4508 Ｈ

403 2511 Ｈ

地方自治の強化〈その他〉 404 4509 Ｈ

※上記については提案期間 ： 平成２１年４月～平成２４年３月

分野別審議

審　　　　　議　　　　　事　　　　　項

「特区理学療法士」・「特区作業療法士」資格の創設

バイオマス関連

小中学校における授業時間の増加

○

47回 48回

一旦終了

○

庁内提案継続案件

地方公共団体の債権回収の一元化

広域連合への課税権の付与

コンビニエンスストアにおける各種届出等の取次

47回 48回

資料２

区　　　　　　　　　　　分

高層木造建築物の性能評価に係る認定権限の移譲

地域資源と健康づくりを連携するシステムの構築

コミュニティ放送の放送区域の拡大

税制優遇による人口の増加と観光の活性化

北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲

保育所床面積の基準に係る条例の制定

屋根の暖房システムの導入

麻酔科医の確保対策

小中一貫教育の実施

自治体内を運行区域とする乗合タクシー等の許可権限の移譲

看護師による抗インフルエンザウイルス薬の配布の弾力化

看護師による各種ワクチン接種の弾力化

メディカルクラーク（医療事務作業補助者）の配置

救急搬送体制の整備

民生委員及び児童委員の委嘱権限の移譲

小中学校における中国語授業の導入

産業振興支援策の道への移譲

自動車最高速度の緩和

自動車最高速度の緩和

自動車最高速度の緩和

まちづくり会社による不動産証券化の設定条件の緩和

特定目的会社に対するパススルー課税の適用

道路の使用許可に係る手続きの簡素化

農商工などの系統団体の統合

カジノの自由化

カジノの設置

第３種旅行業者の登録要件等の緩和

広域観光圏の指定権限の移譲

有害生物（海獣等）対策

指定漁業の一元管理

ホテルや飲食店の調理師の格付け

農業体験旅行のモデル地域の確立

無農薬による就農を促進する制度の創設

農業高等専門学校の設置認可権限の移譲

口蹄疫対策としてのトランスファーファクター（免疫情報伝達物質）の活用

水産業における広域的資源増大対策

森林管理局職員等によるエゾシカ駆除

バイオエタノール原料の買い取りに係る支援措置

全国一律の基準見直しによる学校のエコ改修

農地の権利移動に係る土地規模の制限の緩和

整理番号

有害鳥獣駆除に係る銃の取扱規制の緩和

提　　　案　　　事　　　項

捕獲実績のあるハンターに係る猟銃の所持許可の更新時における技能講習の免除

地域活性化〈その他〉

環境保全
〈自然環境保全〉

農業の振興〈就農促進〉

水産業の振興

観光振興
〈観光客誘致〉

観光振興
〈観光業振興〉

環
境
・
農
林
水
産
・
経
済
振
興

福祉
・

子育
て
・

教育

商業の振興
〈中心市街地活性化〉

地域産業育成

その他
〈物流・人材移動の活性化〉

その他〈その他〉

教育・学校〈教育・学校〉

一
次
整
理
済
み

大分類

地方自治の強化
〈自治体財政・会計の改善〉

環
境
保
全

農
林
水
産
業
の
振
興

経
済
振
興
対
策

地
域
医
療
対
策

教育
・

学校

地
域
振
興
対
策



バイオ燃料の地産地消に向けた
北海道の取組

北海道環境生活部環境局

地球温暖化対策室

059586
スタンプ



二酸化炭素排出量の状況（部門別）

廃棄物部門
0.8％
（2.1％）

エネルギー転換部門
3.5％
（6.4％）

産業部門
32.0％
（34.5％）

民生（家庭）部門
22.5％
（14.1％）

民生（業務）部門
15.4％
（19.3％）

運輸部門
21.5％
（19.4％）

工業プロセス部門
4.4％
（4.1％）

２００８年度
部門別

外側：北海道
内側：全 国



輸送機関別の二酸化炭素排出量（北海道）
※

自家用貨物自動車
１６．７％

営業用旅客自動車
２．０％

航 空
１０．０％

船 舶
７．０％

鉄 道
２．８％

自家用旅客自動車
４３．０％

営業用貨物自動車
１８．５％

約８割が
自動車からの
排出

※ 2008年度



運輸部門（うち約８割は自動車）の

二酸化炭素排出量の大幅な削減を目指す

対策・施策

■ 事業者の温暖化防止行動の促進

■ 公共交通の利用促進や物流の効率化

■ エコドライブの推進やバイオ燃料、環境にやさしい自動車
の導入促進

■ 交通の円滑化対策の推進



バイオエタノール
→液体燃料として使いやすく、輸送用燃料としてガソリンに混合しやすいことから導入が進んでいる。
→植物に含まれるデンプンやセルロースを薬品などを使って分解すると糖ができ、これを発酵させるこ
とによって、お酒ができるのと同じような仕組みでエタノールができる。

廃木材

稲わら

規格外小麦

サトウキビ糖液

間伐材 みかんの搾りかす

バイオ燃料、バイオエタノールとは

原料

バイオ燃料
→「バイオマス」を原料として作られる自動車用等の燃料。
主にバイオエタノール（ガソリン代替）とバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）（軽油代替）の２種類

バイオエタノール製造 ガソリン混合

給油



北海道ソフトセルロース利活用プロジェクト
（大成建設（株）、サッポロビール（株））

北海道ソフトセルロース利活用プロジェクト
（大成建設（株）、サッポロビール（株））

ソフトセルロース利活用技術確立事業
事業期間：Ｈ２０～Ｈ２４
設置場所:北海道恵庭市

（サッポロビール工場内）
施設能力：１，０４０ﾘｯﾄﾙ／年
原 料：稲わら、麦わら

オエノンホールディングス株式会社オエノンホールディングス株式会社

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、ＪＡ道中央会等）

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、ＪＡ道中央会等）

バイオ燃料地域利用モデル実証事業
事業期間：Ｈ１９～Ｈ２３
設置場所:北海道上川郡清水町

（ホクレン清水製糖工場内）
施設能力：１．５万ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年
原 料：余剰てん菜、規格外小麦

苫小牧バイオマス研究会苫小牧バイオマス研究会

バイオ燃料地域利用モデル実証事業
事業期間：Ｈ１９～Ｈ２３
設置場所:北海道苫小牧市

（合同酒精（株）苫小牧工場内）
施設能力：１．５万ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年
原 料：非食用米

苫東地域において、
資源用トウモロコシ実験栽培、
Ｈ２２には、ススキの試験栽培を実施

Ｈ１６～バイオエタノール事業に取組
・製造実証事業、
・Ｅ３製造・混合、走行試験、
・Ｅ１０走行試験の実施 等

財団法人十勝振興機構（とかち財団）財団法人十勝振興機構（とかち財団）

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター

・ススキの活用可能性の検討
・野草系ソフトセルロース類の活用可能性
の検討

道立工業試験場、北海道大学、
北興加工機（株）ほか

道立工業試験場、北海道大学、
北興加工機（株）ほか

資源用トウモロコシを利用したバイオエタ
ノール製造拠点形成推進事業
事業期間：Ｈ１９～２１
安価な資源用トウモロコシの栽培技術の
開発、製造事業体制の整備等

道内でのバイオエタノール関連の取組



北海道におけるバイオ燃料の現状

原 料原 料 製 造製 造 燃 料燃 料 流 通（燃料）流 通（燃料）

余剰甜菜
規格外小麦
など

余剰甜菜
規格外小麦
など

北海道バイオエタノール
株式会社

清水町
（ホクレン清水製糖工場隣接）

生産量：１５，０００ｋｌ／年

北海道バイオエタノール
株式会社

清水町
（ホクレン清水製糖工場隣接）

生産量：１５，０００ｋｌ／年

オエノンホールディングス
株式会社

苫小牧市・厚真町
（苫東工業団地）

生産量：１５，０００ｋｌ／年

オエノンホールディングス
株式会社

苫小牧市・厚真町
（苫東工業団地）

生産量：１５，０００ｋｌ／年

米
（当面は政府輸入米、
将来は道産米）

米
（当面は政府輸入米、
将来は道産米）

道内

道外

ETBE ７％
混合（上限）

ETBE ７％
混合（上限）

バイオ
エタノール

ＥＴＢＥ方式

ＥＴＢＥ ガソリン＋

ＪＸ日鉱日石エネルギー
根岸製油所
（横浜市）

ＪＸ日鉱日石
エネルギー
室蘭製油所

ＪＸ日鉱日石
エネルギー
室蘭製油所

札幌市内、
胆振・後志エリアＳＳ
（平成２４年３月１日から販売）

札幌市内、
胆振・後志エリアＳＳ
（平成２４年３月１日から販売）

Ｅ３（混合上限３％）Ｅ３（混合上限３％）

バイオ
エタノール

ガソリン

直接混合方式

＋

・石油業界はＥＴＢＥ方式
を推進
・ＥＴＢＥ製造施設は横浜
市にしかない
・新たな整備には数百億
円が必要
・バイオエタノールの買い
入れ価格は製造コストを
下回っている

全国２１都道府県

一部公用車や一般車両
での使用、走行試験など
が行われているのみ

・直接混合方式による道
内流通には、新たに混合
設備の整備又は混合業
者の確保、販売ＳＳの確
保が必要

ＥＴＢＥ ＋ ガソリン バイオガソリンバイオガソリン



バイオ燃料普及戦略会議

目 的

本道におけるバイオエタノールの原料生産からバイオ燃料の販売までの一貫した道産バイオエ
タノールの地産地消を進めるため、「バイオ燃料普及戦略会議」を設置する。

協議・検討事項

○ 道内で実施されている実証事業の連携、調査研究・技術開発に係る意見交換等
○ 各種課題の解決に向けた具体的な取組についての協議・検討

原料の安定供給と製造事業者の経営安定
バイオ燃料の製造・流通（安定供給）
バイオ燃料の普及（消費拡大）

○ 構成員が連携して制度改正や体制整備など、国に対する要請の実施

構 成 員

○ 国の実証事業の実施主体（北海道バイオエタノール(株)、オエノンホールディングス(株)、
大成建設(株)）

○ 業界団体(石油元売、道経連等）
○ 研究機関（大学(北大北方生物圏フィールド科学センター等）、道総研(工業試験場等)等）
○ 行政機関（国（環境省北海道地方環境事務所、北海道経済産業局、北海道開発局、
北海道農政事務所）、道(環境生活部、経済部、農政部の担当課室））

○ 学識経験者（農業環境工学等の専門家）



バイオ燃料の地産地消に向けた関係者の連携イメージ

バイオ燃料
の普及（消
費の拡大）

バイオ燃料
の普及（消
費の拡大）

バイオ燃料
の製造・流
通（安定供
給）

バイオ燃料
の製造・流
通（安定供
給）

原料の安定
供給と製造
事業者の経
営安定

原料の安定
供給と製造
事業者の経
営安定

バイオ燃料
普及戦略会議
（関係者の情報
共有、連携と
具体的対応策の

検討）

・製造副産物の有効利用に関する調査
・バイオエタノール製造事業者の経営安定に向けた
国等への要請

・バイオエタノール製造工程での更なるコスト削減
・ＬＣＡ分析と低減対策（ＧＨＧ排出量の揮発油比

50%削減）
・原料の多様化・安定化によるフル稼働の実現

・Ｅ３、Ｅ１０モニター事
業等による流通課題
の検討
・混合用ガソリン確保等
の国等への要請

・バイオガソリンの流通拡大
・道と連携した国等への要請
・Ｅ１０対応車の普及拡大

関係者

・既存原料（規格外小麦、甜菜、多収穫米）の安定
確保に向けた協力
・ソフトセルロース系原料の安定供給に係る調査、
関係者の実証試験への協力

・既存原料の安定確保（国への要請含む）
・原料確保に係る農業生産者等の理解促進に向け
た努力
・ソフトセルロース系原料による実証試験（技術開
発と知見の集積）
・ソフトセルロース系原料導入に向けた検討

道

・関係者と連携したセミナー
の開催
・バイオガソリンの販売開
始を契機とした道民への
周知及び公用車での率
先導入
・Ｅ３、Ｅ１０モニター事業等
による利用者意識の醸成

・道と連携した道民、事業者等へのバイオエタ
ノール生産に対する理解促進とバイオガソリ
ン、Ｅ３、Ｅ１０普及啓発

（原料の安定確保） （バイオエタノールの安定供給）

関係者
関係者

関係者

道

道

道



バイオ燃料に係る道の事業（平成２３年度）

Ｅ３燃料製造流通販売システム構築事業 バイオ燃料生産コスト低減検討調査

目的
Ｅ３の普及拡大を促進するため、セ

ルロース系原料を活用した生産コスト
の低減化に資する調査分析を実施する
ことにより、安価で安定的なエタノー
ル生産を図る。

調査内容
①適種調査分析
・セルロース系原料種の検討
・エタノール製造方法の検討

②適地調査分析
③低コスト収集運搬方法の調査分析
④保管方法の調査分析
⑤副産物の有効活用調査

事業期間
平成24年2月末まで

目的
Ｅ３の一般車両を対象とした流通販売

モデル事業を実施し、Ｅ３の利用者意識
を把握するとともにＥ３製造に係る諸問
題の検証とバイオ燃料普及拡大を図る。

事業内容
①Ｅ３流通・販売モデル事業
②Ｅ３製造施設整備に伴うコスト検証
③事業成果報告会の開催
④Ｅ３製造マニュアルの作成

事業期間
平成24年3月中まで



バイオ燃料地産地消プロジェクト推進事業（Ｈ２４年度）

【背 景】【背 景】
○ 運輸部門からのＣＯ２排出量削減にＥ１０普及の効果が大きい
○ 道内２か所の大規模バイオエタノール製造実証事業が平成２４年度以降も継続予定
○ 平成２４年４月１日以降、Ｅ１０対応ガソリン車限定でＥ１０を販売することができるよう品確法施行規則の
改正が行われる（合わせて自動車用ガソリンのＪＩＳ規格の改正）

○ Ｅ１０普及に向けた制度整備は行われるが、市場に流通していないため、Ｅ１０の品質・性能等に対する
消費者の不安感の払拭が必要

【事業概要】【事業概要】
道内の運輸部門におけるＣＯ2削減対策として効果の高いＥ１０の規格化初年度に、モニター企業等を活用し
たE10の普及啓発を行うことで、道産バイオ燃料の普及拡大を促進する。
○ 道産バイオエタノールを活用したＥ１０製造
○ Ｅ１０のモニター企業等による走行実施により、走行性の確認や消費者の不安感を払拭
○ Ｅ１０の普及拡大に向けた環境づくりの推進

バイオエタノール
購入

ガソリン購入

Ｅ10製造 給 油

企業の社用車等での
モニター実施とＰＲ

混
合
装
置



３つの課題３つの課題

１ 原料の安定供給と製造事
業者の経営安定

２ バイオ燃料の製造・流通
（安定供給）

３ バイオ燃料の普及
（消費の拡大）

ソフトセルロース系原料に係る実証試
験の連携

ソフトセルロース系原料導入検討

ソフトセルロース系原料の賦存量、栽培
候補地や候補種、輸送方法・保管方法
等の調査、検討

製造副産物の有効活用の検討

バイオＥＴＢＥ燃料の普及を契機とした
バイオ燃料使用の普及啓発

バイオ燃料の普及・流通に向けたモデル事業の実施による流通・販売でのバイオ燃
料の管理方法、コスト等の把握・検証

技術移転

生産コスト、ＬＣＡの低減

公用車等への率先導入の拡大

・国費要望の継続（道及び関係者の連携による要請）
・総合特区（地域活性化特区）提案の検討

バイオエタノールの地産地消

「バイオ燃料普及戦略会議」において課題解決に向けた検討

既存原料の安定確保

バイオ燃料の普及啓発セミナーの開催

バイオ燃料の地産地消に向けた今後の展開

・多収米、規格外小麦等の現在使
用している原料の安定的確保
・食料と競合しないソフトセルロー
ス系の原料の安定供給

・バイオ燃料の管理方法、コスト等
の把握・検証
・製造副産物の有効活用の検討

・バイオ燃料の認知度アップ。道産
バイオ燃料の利用による効果等に
ついての啓発



北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の概要（バイオ燃料関係分）

１ 区域
札幌市、江別市、函館市、帯広市、十勝管内市町村の各区域

２ 目標
・北海道をオランダ・フードバレーに匹敵する食の研究開発・輸出拠点とする。
・特区が関与した食品の輸出額等を1,300億円（2010年に対する5年間（2012～2016）の売上

増加額累計）

３ 目標を達成するために実施する事業
ア）ＨＦＣプロジェクトマネジメント事業
イ）研究開発拠点の拡充とネットワーク強化事業
ウ）支援基盤整備事業
エ）農業生産体制強化事業（抜すい）

農業由来の未利用バイオマスの有効活用による農業経営の安定化を進め、農業の国際競
争力を強化する。

【余剰農産物等を有効活用したバイオエタノールの高度化利用】
バイオエタノール（Ｅ3、Ｅ10）の一般販売の促進及び高濃度燃料（ＥＤ95）の取組
を進めるとともにバイオプラスチックの製造技術を開発する。

【バイオディーゼル燃料の高度化利用の促進】
廃食用油からのＢＤＦ製造に加え、菜種などの油糧作物を輪作体系に組み込み、油糧
作物から直接ＢＤＦを製造して利用する地域モデルを創出する。

４ 地域協議会参画メンバー構成
・代表：北海道、札幌市、江別市、函館市、帯広市、道経連
・委員：北海道大学、酪農学園大、帯畜大、はこだて未来大、北大大学院水産化学研究院、

函館高専、道立総合研究機構
・幹事：北海道農業研究センター、産業技術総合研究所北海道センター、とかち財団、函館

地域産業振興財団、さっぽろ産業振興財団、ノーステック財団
・顧問：北海道市長会、北海道町村会、道商連、北海道商工会議所連合会

５ 規制の特例措置等の提案
項 目 提案内容

ETBE混合ガソリン（ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ換 E10を製造する上で、現在市場に流通しているETBE混合
規 算3%）へのﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ7%程度の直 ガソリンへの最大7%程度までのﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ直接混合に対し

接混合の緩和 て規制緩和を求める。
制 ED95のﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ高濃度燃料にお 大臣認可について、海外で実績のあるデータ、或いは

ける排出ガス規制の緩和 様々な規制を既にクリアしている部分はそれで同等のも
のとみなす規制緩和を求める。

ED95を給油するためのユニット ED95は国内では利用実績がないことから、燃料給油の
式燃料給油所（欧州規格品）の ためのﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ専用ユニット式燃料給油所（欧州規格品）
限定使用、設置認可 の限定使用と設置認可を求める。
BDF混合率の上限緩和（B20） 品確法、大防法及び道路運送車両法について、BDF混合

率の上限緩和を求める。
特定特殊自動車の使用燃料に関 メーカーが標準としている燃料以外の使用規制を撤廃
する規制緩和 することを求める。
原料となる軽油の入手ルートの 軽油特定加工業の登録申請における軽油の入手ルート
固定化の緩和措置 の固定化に関する緩和措置を求める。

税 課税済みｶﾞｿﾘﾝへのﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ混 ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙを混和したﾊﾞｲｵ燃料には再度の課税がされな
和に対する揮発油税の課税免除 いように求める。

制 軽油引取税の減免措置 BDFについてもETBE等と同様に軽油引取税の減免措置を
求める。

ED95を普及するための一連の支 ED95でのバス等普及のため、車両の公道走行実証試験
財 援措置 をスタートさせ、データを蓄積するとともに、それに伴

うインフラ整備についての一連の支援を求めるもの
政 ﾊﾞｲｵ燃料（E3,E10）普及促進の ﾊﾞｲｵ燃料普及促進のため、混合設備、輸送用ローリー、

ためのインフラ整備 スタンドのインフラ整備などの支援措置を求める。特にE
10車両に対する支援も求める。

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙのマテリアル利用（ﾊﾞ ペットボトル原料であるナフサの変わりにﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙを
ｲｵﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）に関する支援措置 用いたﾓﾉｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ、ﾚｼﾞﾝを製造するための一連の実証

試験に対する支援を求めるもの。























































































道州制特区のアイデア募集中！

道州制特区に関する詳細な情報を、道のホームページに掲載しております。
是非ご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/cks/bunken/doushuusei-top.htm

（平成19年12月提案）

水道法に基づく監督権限の移譲
国が所管している道内水道事業者等の監督権限（給水人口５万人を超える水道事業
等）を、道に移譲し監督できる仕組みにしてほしい（いざという時に、道は国が所
管している水道事業者への対応ができない仕組みになっている。）

国の対応（平成21年１月関係政令改正）
水道法に基づく監督権限が道に移譲され、道が道内全ての水道事業者の監督
を行えることとなった。

くらしの
安全・安心
の確保

● 実現した道民アイデアの例

● アイデア提出方法及び提出先
(１) 郵 便 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総合政策部地域主権局 道州制推進グループ

(２) ファクシミリ ０１１－２３２－２７４３
(３) 電子メール sogo.syukendousyu@pref.hokkaido.lg.jp

● 道では、北海道の活性化や道民生活の向上につながるような、国から道への
権限移譲などの提案を行うため、広く道民の皆様のアイデアを募集しています！

● 道州制特区推進法→国から道に権限や財源を移すしくみを法律にしたもの

道民アイデアは
現在約400件

● これまで国への提案を5回、計30項目の実現を要求
→道からの提案に対して、国が対応を行うとしたものが22項目

継続して検討する等としたものは8項目

道民の皆様からのアイデア
をもとに、国に提案します

提 案

国

権限と財源は

セットで移ります

財 源

権 限

知事が総理大臣に
直接意見を述べます

大
臣

知
事

総
理

大
臣

道州制特区推進本部・参与会議

北海道

アイデア

・窓口が国と道に分か
れていて対応が面倒！

・ここを変えればもっ
と良くなるのに…

対応決定

059586
スタンプ
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